
 

船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第４６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年１月１７日 ０８時００分ごろ 

発生場所 広島県尾道市因島沖の弓削瀬戸 百貫島灯台から真方位２６１°３.１海里

付近 

（概位 北緯３４°１７.５′ 東経１３３°１２.８′） 

事故等調査の経過  平成２１年１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）のほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 栄
えい

興
こう

丸、１９８トン 

   １３４８６３、個人所有 

Ｂ 漁船 さかえ丸、４.４トン 

   ＨＳ３－３５６０６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過痕 

Ｂ バルバスバウを圧壊 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、弓削瀬戸を約２１０°の針路、約１

０ノット（kn）の速力で航行中、また、Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、

弓削瀬戸を約０３９°の針路、約１０kn の速力で航行中、航海士Ａは、Ｂ

船との距離が約１００ｍに接近したころ、注意喚起信号を吹鳴しようとし

たが吹鳴できず、約５０ｍとなったころ、左舵１０°～１５°、続いてフ

ルアスタンとしたが、ほぼ原速力のまま、平成２１年１月１７日０８時０

０分ごろ、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。船長Ｂは、Ａ

船との距離が約５００ｍとなったころ、急に尿意を催し、操舵場所を離れ

て操舵を行っていなかったので、徐々に右転してＡ船の方に向いているこ

とに気付かず、ほぼ原速力のまま、前記のとおりＡ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮流 弱い北流 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 航海士Ａは、右舷対右舷で無難に航過する態勢

のＢ船が少しずつ右転してＡ船に向かってくるこ

とから、Ｂ船との距離が約１００ｍとなったと

き、汽笛を吹鳴しようとしたが、汽笛のメインス

イッチが入っていないため、汽笛を吹鳴できなか

ったものと考えられる。 

 船長Ｂは、右舷対右舷で無難に航過する態勢で



 

あると判断していたところ、Ａ船との距離が約５

００ｍとなったころ、急に尿意を催し、操舵場所

を離れて操舵を行っていなかったため、Ｂ船が

徐々に右転してＡ船に向け、航行していることに

気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、弓削瀬戸において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が北東進中、Ａ

船がＢ船と接近したころ、航海士Ａが汽笛を吹鳴しようとしたが、吹鳴で

きずに航行し、また、Ｂ船がＡ船と接近したころ、船長Ｂが操舵場所を離

れて操舵を行わないで航行したため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 




